
8広報すおう大島 平成 20 年 ( 2008 年 )7 月号

　

学
校
施
設
の
耐
震
診
断
は
、
平
成
15
年
度
か
ら
平
成
17
年
度
の
間
に
対

象
と
な
る
全
て
の
建
物
に
つ
い
て
第
一
次
診
断
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の

診
断
で
東
和
中
学
校
の
校
舎
は
、
耐
震
性
を
示
す
数
値
お
よ
び
コ
ン
ク
リ
ー

ト
強
度
の
双
方
と
も
最
低
値
で
あ
っ
た
た
め
耐
力
度
調
査
を
行
い
ま
し
た

が
、
そ
の
結
果
、
山
口
県
教
育
委
員
会
か
ら
「
構
造
上
危
険
な
建
物
」
と

い
う
判
定
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
平
成
21
・
22
年
度
の

２
か
年
を
か
け
建
替
工
事
等
を
行
う
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
平
成
29

年
４
月
に
中
学
校
の
再
統
合
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
学
校
と
し

て
も
使
用
可
能
な
構
造
で
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
他
の
学
校
施
設
に
つ
い
て
は
、
補
強
工
事
等
の
手
段
で
耐
震
化

を
図
る
予
定
で
す
。今
後
、

耐
震
第
二
次
診
断
や
補

強
設
計
な
ど
を
行
い
、
東

和
中
学
校
と
同
様
、
文
部

科
学
省
の
補
助
金
を
活
用

し
、『
安
心
・
安
全
な
学

校
づ
く
り
』
を
推
し
進
め

る
べ
く
耐
震
化
事
業
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

教
育
委
員
会
総
務
課

☎
７
８
‐
０
７
０
０

東
和
中
学
校
の
基
本
設
計
完
了 

校舎建替後の東和中学校
（基本設計から抜粋）

　

入
院
し
た
と
き
に
、
表
の
と
お

り
一
部
負
担
金
や
食
事
代
が
減
額

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

減
額
認
定
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
場
所
／

　

最
寄
り
の
総
合
支
所
、
出
張
所

■
準
備
す
る
も
の
／

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
ま

　

た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

　

者
証

②
印
鑑

（
注
）
減
額
認
定
証
等
を
医
療
機
関

の
窓
口
に
提
示
し
な
い
と
、
減
額

を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

国保 70歳未満
区分 １食当たりの食事代 １か月の一部負担金

上位所得者 ２６０円
（減額なし）

150,000 円＋
医療費が 500,000 円を超えた場合は
その超えた分の１パーセントを加算

一般 ２６０円
（減額なし）

80,100 円＋
医療費が 267,000 円を超えた場合は
その超えた分の１パーセントを加算

町民税非課税世帯等で
過去１年間の入院日数が
　90日以内の入院
　90日を超える入院

210 円
160 円

35,400 円

現
在
減
額
認
定
証
等
を

お
持
ち
の
方
へ

　

現
在
使
用
し
て
い
る
減
額
認
定

証
等
の
有
効
期
限
は
7
月
末
日
で

す
。
7
月
末
ま
で
に
更
新
用
の
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
引
き

続
き
必
要
な
方
は
、
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
健
康
増
進
課 

医
療
保
険
班
☎
７
７
‐
５
５
０
２

国保 70歳以上・長寿医療

区分 １食当たりの
食事代

１か月の
一部負担金

町民税非課税世帯等
で過去１年間の入院
日数が
　90日以内の入院
　90日を超える入院

210 円
160 円

24,600 円

町民税非課税世帯等
で所得が一定の基準
以下

100円 15,000 円

国保 70歳以上・長寿医療
（療養病床に入院したとき）

区分 １食当たりの
食事代

１日当たりの
居住費

町民税非課税世帯等 210円 320 円
（減額なし）

町民税非課税世帯等
で所得が一定の基準
以下

（うち老齢福祉年金
受給者）

130 円

（100 円）

320 円
（減額なし）

（０円）

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
と
長
寿
医
療
制
度

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
被
保
険
者
の
皆
様
へ

　

町
県
民
税
等
の
申
告
を
し
て

い
な
い
と
、
町
県
民
税
の
非
課

税
世
帯
等
に
属
す
る
方
か
ど
う

か
の
判
定
が
で
き
ず
、
減
額
の

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
必
ず
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。


